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夏夏夏夏のののの交通事故防止府民運動交通事故防止府民運動交通事故防止府民運動交通事故防止府民運動をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

 

７月２１日（水）から８月２０日（金）までの３１日間、「京の夏 マナーとゆと

りで 事故はなし」をスローガンに、夏の交通事故防止府民運動を実施します。 

運動の重点は、①子どもと高齢者の交通事故防止、②すべての座席のシートベル

ト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底、③自転車の安全利用の促進と乗車

用ヘルメットの着用推進、④二輪車事故防止と暴走行為など危険運転の追放です。 

この機会に、家庭や学校、職場などで交通安全について話し合っていただき、交

通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践をお願いします。 

 

◇問合せ先 企画推進課 TEL（0771）68-0003 

「「「「人権教育講座人権教育講座人権教育講座人権教育講座」（」（」（」（第第第第２２２２回回回回））））をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

南丹市教育委員会では、人権に関する学習の機会を提供し、市民の人権意識の高

揚を図ることを目的として年３回人権教育講座を開催しています。第２回目は、毎

日新聞社論説委員の野沢和弘氏をお招きし、千葉県で全国初の障がい者への差別を

なくす条例を策定された際の研究会座長としての体験をもとに講演いただきます。 

多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

●日時日時日時日時 ８月５日（木）午後７時３０分～ 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●内容内容内容内容 演題「障害のある人もない人も暮らしやすい街に」 

講師 野沢和弘 氏（毎日新聞社論説委員、千葉県障害者差別をなくすための研究会座長） 

●対象対象対象対象 南丹市内在住、在勤の方であればどなたでも参加できます（受講費無料） 

 

◇問合せ先 社会教育課 TEL（0771）68-0057 

８８８８月月月月のののの母子母子母子母子保健事業日程表保健事業日程表保健事業日程表保健事業日程表    

 

日程 事業名 対象（月齢など） 場所 

８月６日（金） 乳児後期健診 平成２１年９月生 

８月２０日（金） 乳児前期健診 平成２２年４月生 

８月２４日（火） 

離乳食教室（受付時間 

午前9時30分～10時） 

生後５カ月～１歳ごろの乳児と

保護者（要申込） 

８月２６日（木） １歳８カ月児健診 平成２０年１１月生 

８月２７日（金） ３歳５カ月児健診 平成１９年２月生 

８月３０日（月） 母親教室 妊婦（要申込） 

８月３１日（火） ２歳５カ月児健康相談 平成20年2月1日～3月5日生 

園
部
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健
福
祉
セ
ン
タ
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(
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ぎ
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園
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※対象の方には個別に案内・問診票を郵送します。 

 

◇問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

遊遊遊遊youyouyouyouひよしひよしひよしひよし「「「「ビデオビデオビデオビデオ上映会上映会上映会上映会」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

日吉町生涯学習センターでは、「ミラクルバナナ」のビデオ上映会を開催します。 

入場は無料で事前申し込みも不要です。お誘い合わせて気軽にご鑑賞ください。 

●日時日時日時日時 ７月２５日（日）午後１時３０分～（午後１時開場） 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 バナナの木から紙ができたら、そこに奇跡の物語が生まれる―。実在

するプロジェクトがモチーフとなってできた感動と元気一杯の物語。 

●出演出演出演出演 小山田サユリ、山本耕史、アドゴニー、緒方拳ほか ●上映時間上映時間上映時間上映時間    １時間４５分 

  

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）72-3300 

「ＨＡＣＨＩ「ＨＡＣＨＩ「ＨＡＣＨＩ「ＨＡＣＨＩ約束約束約束約束のののの犬犬犬犬」」」」映画会映画会映画会映画会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

実在した忠犬ハチ公の実話を映画化した『ハチ公物語』（'87）のリメイク版です。 

●日時日時日時日時 ８月８日（日）午後２時～（午後１時３０分開場） 

●場所場所場所場所 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」ホール 

●入場料入場料入場料入場料 無料（先着２００人。入場整理券が必要です） 

●入場整理券入場整理券入場整理券入場整理券 社会教育課、八木公民館、日吉町生涯学習センター、社会教育課美

山担当（美山支所内）に備え付けています。 

●作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介 アメリカ、郊外のベッドリッジ駅。ある寒い冬の夜、迷子になった秋

田犬の子犬を偶然保護したパーカー・ウィルソン教授は、その子犬を飼うことに

する。ハチと名づけられた子犬は、いつからか、夕方５時になるとベッドリッジ

駅までパーカーを出迎えるのが日課となっていた。一人と一匹の間に育まれた深

い愛情と信頼は、これからもずっと続いていくと思われていたが…。（２００８年

アメリカ製作 ９３分 日本語吹替え版） 

●出演出演出演出演 リチャード・ギア、ジョーン・アレン、サラ・ローマー ほか    

 

◇問合せ先 日吉町生涯学習センター「遊youひよし」 TEL（0771）72-3300 

『『『『未公開株未公開株未公開株未公開株・・・・社債社債社債社債』』』』のののの取引取引取引取引はははは慎重慎重慎重慎重にににに！！！！    

 

 未公開株や社債の勧誘をめぐる消費者トラブルが、特に高齢者を中心に増加していま

す。少しでも不審に思う場合には取引を見合わせるなど、慎重な対応をしてください。 

 

◇消費生活相談窓口 商工観光課 TEL（0771）68-0050 

母親教室母親教室母親教室母親教室をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

赤ちゃんとお母さんに大切な食事の話を聞いていただき、マタニティーヨガで体と心

をほぐす、心地良いひと時はいかがでしょうか？ぜひご参加ください。 

●日時日時日時日時 ８月３０日（月）午後１時３０分～４時（受付：午後１時１５分～） 

●場所場所場所場所 園部保健福祉センター（こむぎ山健康学園） 

●内容内容内容内容 栄養の話＆マタニティーヨガ体験 

●持持持持ちちちち物物物物 母子手帳、バスタオル、５本指靴下（あれば） 

●申込方法申込方法申込方法申込方法 ８月２７日（金）までに下記申込・問合せ先にお電話ください。 

 

◇申込・問合せ先 健康課 TEL（0771）68-0016 

父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭のののの皆皆皆皆さんにもさんにもさんにもさんにも児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当がががが支給支給支給支給されますされますされますされます    

 

ひとり親家庭に対する自立を支援するため平成２２年８月１日から父子家庭の父

にも児童扶養手当が支給されます。手当を受給するためには戸籍謄本などを添付の

上、市へ申請が必要です。支給要件をご確認のうえ、子育て支援課または各支所健

康福祉課で１１月３０日（火）までに忘れずに手続きをしてください。 

●父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭のののの支給要件支給要件支給要件支給要件 次の①～⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がそ

の子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合。 

①父母が婚姻を解消した子ども 

②母が死亡した子ども 

③母が一定程度の障がいの状態にある子ども 

④母の生死が明らかでない子ども 

⑤その他（母が１年以上遺棄している子ども、母が１年以上拘禁されている子ど

も、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど 

●手当額手当額手当額手当額（（（（月額月額月額月額）））） 受給資格者（ひとり親家庭の父など）が監護・養育する子ども

の数や受給資格者または扶養義務者の所得などにより決められます。※所得制限

限度額を超える方については一部支給、または全額停止になります。 

 ○児童１人の場合 全部支給：41,720円、 一部支給：41,710円～9,850円 

 ○児童２人以上の加算額 ２人目：5,000円、３人目以降１人につき：3,000円 

（所得制限限度額表） 

請求者（本人）の所得額 

扶養親族などの数 

全額支給の限度額 一部支給の限度額 

０人 １９０，０００円 １，９２０，０００円 

１人 ５７０，０００円 ２，３００，０００円 

２人 ９５０，０００円 ２，６８０，０００円 

３人 １，３３０，０００円 ３，０６０，０００円 

 

◇問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68-0017 

女性女性女性女性のためののためののためののための相談事業相談事業相談事業相談事業をををを開始開始開始開始しますしますしますします    

 

 家族や職場、友人との関わりで悩んでいる。夫のこと、恋人のことを相談したい。 

子育てがつらい。自分自身の生き方を見直したい。そんな悩みを一人で抱えていま

せんか？女性が出会うさまざまな悩みを、専門のカウンセラーがともに受けとめ、

整理するお手伝いをします。そして、問題解決のための一歩を踏み出すことを応援

します。どんなことでもご相談ください。秘密は厳守します。 

●相談日相談日相談日相談日 ８月１１日、２５日（水）午後１時～４時 

※平成２３年３月まで毎月第２、第４水曜日に開設します。 

※事前予約が必要ですので相談日前日までに下記問合せ先に予約をお願いします。 

 

◇問合せ先 市民課 TEL（0771）68-0005 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


